
 

か ご し ま し 平成２９年（20１７年） ５月 

 

平

成

二

十

八

年

度

の

進

捗

状

況 

平

成

二

十

九

年

度

の

予

算

に

つ

い

て 

平
成
二
十
九
年
度
の
谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
当
初
予
算

は
、
約
三
億
三
千
六
百
万
円
で
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

〇 

幹
線
街
路
、
区
画
道
路
築
造
工
事 

〇 

敷
地
造
成
工
事 

○ 

出
来
形
確
認
測
量 

〇 

審
議
会
委
員
選
挙
人
名
簿
作
成
等 

 

 

木
之
下
川
改
修
事
業
の
予
算
は
、
二
千
万
円
で
次
の
と
お
り
実
施
す
る

予
定
で
す
。 

 
 

○ 

護
岸
工 

〇 

護
床
工 

  

谷
山
地
区
ア
ク
セ
ス
環
境
整
備
事
業
の
予
算
は
、
約
一
億
五
千
万
円
で

次
の
と
お
り
実
施
す
る
予
定
で
す
。 

 
 

〇
慈
眼
寺
駅
前
広
場
整
備
工
事 

 

今
年
度
も
事
業
を
円
滑
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
、
引
き
続
き

皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
今
年
度
に
工
事
を
予
定
し
て
い
る
箇
所
は
、
図
の
と
お
り
で
す
。 
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区 画 整 理 だ よ り 
 

 

谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度
も
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

現
在
は
、
Ｊ
Ｒ
指
宿
枕
崎
線
の
高
架
化
に
伴
う
仮
線
路
の
撤
去
を
完
了
し
、
岩
下
橋
周
辺
の
区
画
道
路
、
敷
地
造
成
工

事
が
完
了
し
ま
し
た
。
工
事
期
間
中
は
、
通
行
止
め
な
ど
何
か
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
が
、
ご
協
力
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

平
成
二
十
八
年
度
末
で
の
進
捗
状
況
は
、
事
業
費
ベ
ー
ス
で
約
九
十
九
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

※国からの交付金交付額の変動等により、事業内容を変更することがあります。 

※ピンク色部分は工事予定箇所であり、使用収益開始時期については、別途、お問い合わせください。 

鹿児島市では、明治維新（1868年）から 150年を迎える 2018年（平成 30年）までの期間、カウントダウンをしながら、

その年ごとに、近代日本の礎を築いた鹿児島に関わりが深い出来事を題材にイベントをおこなっていきます。 
“維新のふるさと 鹿児島市”の取組みに、ご期待ください。 

谷 山 第 二 地 区 航 空 写 真 （平成２９年３月撮影） 

 

平成２９年度施工予定図 

 

① 岩下橋周辺の状況 ② 仮線路撤去後の状況 

①  ② 



 

 

以
下
の
場
合
は
、
届
出
又
は
許
可
が
必
要

に
な
り
ま
す
。 

 

●
登
記
名
義
人
が
変
わ
っ
た
と
き
。 

（
登
記
簿
謄
本
の
写
し
を
添
付
し
て
下
さ

い
） 

●
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

●
代
理
人
を
定
め
た
と
き
。 

●
借
地
権
の
申
告
を
す
る
と
き
。 

（
他
人
名
義
の
土
地
に
建
物
な
ど
を
所
有

す
る
人
） 

●
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
区
域
内
で

の
建
築
物
及
び
工
作
物
の
新
築
や
増
・
改

築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
ま
た
は
移
動

の
容
易
で
な
い
物
件
の
設
置
・
堆
積
を
行

う
と
き
。（
法
七
六
条
許
可
） 

 

詳
し
く
は
『
谷
山
第
二
地
区
係
』
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

み

な

さ

ま
へ

の
お

願
い 

リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可 

平成２９年度作業予定図 

 

出
来
形
確
認
測
量
に
つ
い
て
（
お
願
い
） 

谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
き
ま
し
て
は
、
工
事
概
成
し
て
い
る
街
区
及

び
宅
地
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
度
よ
り
出
来
形
確
認
測
量
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。 

出
来
形
確
認
測
量
と
は
、
将
来
行
う
換
地
計
画
の
作
成
・
換
地
処
分
に
先
立
っ
て
街
区

及
び
画
地
の
位
置
、
形
状
及
び
面
積
等
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
将
来
に

お
け
る
皆
様
方
の
権
利
面
積
の
確
定
や
清
算
金
の
確
定
の
上
で
も
重
要
な
作
業
と
な
り

ま
す
。 

平
成
二
十
九
年
度
の
実
施
個
所
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
水
色
着
色
箇
所
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。 

測
量
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
鹿
児
島
市
が
委
託
し
た
業
者
が
土
地
へ
の
立
ち
入
り
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
調
査
員
は
鹿
児
島
市
が
発
行
す
る
土

地
立
ち
入
り
認
定
証
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
『
谷
山
第
二
地
区
係
』
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
選
挙
に
つ
い
て 

共
有
名
義
の
土
地
に
つ
い
て 

 

私
道
な
ど
の
共
有
名
義
の
土
地
を
所
有

さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
持
分
に
応
じ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
の
方
へ
仮
換
地
指

定
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
名
義
は
共
有
名

義
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

共
有
名
義
を
単
有
名
義
に
す
る
た
め
に

は
、
次
の
二
通
り
が
あ
り
ま
す
。 

 

① 

共
有
者
が
従
前
地
を
分
筆
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
単
有
名
義
に
す
る
方
法 

② 

換
地
処
分
後
に
共
有
者
が
お
互
い
の
持

分
を
放
棄
し
て
、
単
有
名
義
に
す
る
方

法 

  

な
お
、
鹿
児
島
市
で
は
名
義
変
更
は
で
き

ま
せ
ん
。
名
義
の
変
更
は
、
関
係
者
で
ご
協

議
の
う
え
、
権
利
者
自
身
で
行
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
九
年
八
月
十
九
日
に
事
業
計

画
決
定
の
公
告
を
行
い
、
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
ま
い

り
ま
し
た
。 

事
業
を
進
め
る
に
あ
た
り
『
谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
審
議
会
』
を
設
置
し
て
お
り
ま

す
が
、
審
議
会
委
員
の
任
期
（
五
年
）
が
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
四
日
を
も
っ
て
満
了
す
る

こ
と
か
ら
、
本
年
度
に
審
議
会
委
員
の
選
挙
を
行
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。 

土地区画整理審議会委員の選挙については、今後、「区画整理

だより選挙特集号」等でお知らせを行います。 

 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
と
は 

１
． 

目
的 

 

公
共
団
体
（
市
な
ど
）
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
、
施
行
地
区
内
の
権
利

者
の
皆
様
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
、
事
業
が
公
平
・
公
正
に
運
営
さ
れ
る
た
め
に
土
地
区

画
整
理
審
議
会
の
設
置
が
法
律
【
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
六
条
】
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
現
在
ま
で
に
五
十
四
回
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

２
． 

組
織 

 

谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
審
議
会
は
、
十
五
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ

ま
す
。 

 

そ
の
内
訳
に
つ
き
ま
し
て
は
、
宅
地
所
有
者
及
び
借
地
権
者
の
代
表
が
十

三
名
、
学
識
経
験
者
が
二
名
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
前
者
に
つ
き
ま

し
て
は
選
挙
で
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
後
者
に
つ
き
ま
し
て
は
市
長
が

選
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
任
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
鹿
児
島
都
市
計
画
事
業
谷
山
第
二
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
第
九
条
で
五
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

３
． 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
の
権
限 

【
施
行
者
（
市
）
が
審
議
会
の
同
意
を
得
る
事
項
】 

・
評
価
員
の
選
任 

・
換
地
計
画
に
お
い
て
特
別
の
宅
地
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
場
合
な
ど 

【
施
行
者
（
市
）
が
審
議
会
の
意
見
を
聞
く
事
項
】 

・
換
地
計
画
の
作
成
、
変
更
に
係
る
こ
と 

・
換
地
計
画
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
審
査 

・
仮
換
地
の
指
定
な
ど 


